
脱水用高分子凝集剤納入仕様書 

 

１ 物品名 

  脱水用高分子凝集剤（以下、「凝集剤」という。） 

 

２ 納入場所 

  米子市安倍 213番地  鳥取県西部広域行政管理組合 米子浄化場 

 

３ 性能・品質 

⑴ 米子浄化場に設置されたベルトプレス脱水機にて、含水率 84.0％以下、かつ回収率

95.0％以上の脱水効果が得られるものであること。 

  ［運転条件］ 

   ・汚泥の浮遊物質濃度 1.5±0.3％ 

・凝集剤の溶解濃度 0.2%（溶解水は工業用水） 

・凝集剤の添加率 1.2％以下（乾物量当たり） 

※ 浮遊物質濃度以外の汚泥の性状（アルカリ度、粗繊維分、電気伝導度など）

は、搬入物の性状や気候条件などにより変動する。 

 ⑵ 凝集剤は、顆粒状の形状で溶解性に優れ、使用の際に粉塵が発生しにくいものとす

ること。 

  

４ 予定数量 

予定数量は、2,760kgとする。ただし、米子浄化場の運転状況により増減する場合があ

る。 

 

５ 納入期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

６ 選定試験 

⑴ 受注者は、納入しようとする凝集剤について、速やかに選定試験（テーブル試験）を

行い、３⑴の脱水効果が得られるものを選定すること。 

⑵ 選定した凝集剤は、実機により試験し、組合の承認を得て納入すること。ただし、選

定した凝集剤が使用中のものと同じ場合は、組合の承認を得て試験を省略できる。 

⑶ 汚泥性状の変動により、納入した凝集剤において３⑴の脱水効果が得られなくなった

場合は、都度、選定試験を行い、納入する凝集剤を選定すること。 

⑷ 選定試験に係る費用は受注者が負担する。 

 

７ 納入方法 

完全防湿の袋（例：ビニル 1 層、クラフト紙 3 層で構成され、密閉されている袋）1

袋に凝集剤 15kgを詰めた荷姿とし、組合の指定する日に納入すること。 

なお、１回あたりの購入数量は、30袋（450kg）程度を予定している。 

※ 袋には、品名、重量、メーカー名、製造年月日及びロット番号等を記載すること。 



鳥取県西部広域行政管理組合管理者　様

㊞

注意
１

２

納 入 場 所

入 札 金 額 円

年 月 日

（第 回）入 札 書

　入札書は、封書にし、封筒表面に「入札書在中」と表示し、裏面に件名、住所、商号又は
名称及び代表者氏名を記載すること。

　入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とし、算用数字を使用してください。
なお、入札金額の訂正はできません。

代 表 者 氏 名

金

　鳥取県西部広域行政管理組合財務規則（平成８年鳥取県西部広域行政管理組合規則第３号）第

２条において準用する米子市契約規則（平成17年米子市規則第43号）、鳥取県西部広域行政管理

組合会計規則（令和３年鳥取県西部広域行政管理組合規則第７号）第２条において準用する米子

市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知の上、次のとおり入札します。

件 名

住 所

鳥取県西部広域行政管理組合　米子浄化場

商号又は名称

脱水用高分子凝集剤の納入

1㎏当たり単価
小数第1位まで記入
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辞 退 届

　下記の入札物件について、第　　　回目の入札を辞退します。

代 表 者 氏 名

開 札 日 　　年　　月　　日

住 所

　　年　　月　　日

記

件 名 脱水用高分子凝集剤の納入

辞 退 理 由

商号又は名称



※一点鎖線部分を切り取り、長３封筒に

貼付してご使用ください。

配達指定日

鳥取県米子市淀江町西原１１２９番地１

鳥取県西部広域行政管理組合

事務局総務課　入札財政担当 行

《入札書の郵送にあたっての注意事項》

 １　当組合が入札案件ごとに定める配達日を必ず郵便局で指定してください。

 ２　差出日と配達指定日には、あいだ２日間が必要となります。

 ３　「特定記録郵便」「一般書留」「簡易書留」のいずれかの方法で郵送してください。

 ４　入札書１件につき、封書１通を使用してください。

※ 必ず記入してください。記入のないものは無効となります。

差出人
　住所
　商号又は名称
　代表者の職氏名

※

○郵便入札封筒貼付用様式（表面）

配 達 日
指定郵便 令和７年４月２１日（月曜日）

〒６８９－３４０３

○郵便入札封筒貼付用様式（裏面）

入 札 番 号 広施２１

案 件 名 脱水用高分子凝集剤の納入

入
札
書
在
中


